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(57)【要約】
【課題】本発明は、熱融着後の高温下における固着力に
優れる熱融着層を得ることができる自己融着性樹脂組成
物及び熱融着後の高温下における電線同士の高い固着力
を有する自己融着性絶縁電線を提供することを課題とす
る。
【解決手段】本発明の一態様に係る自己融着性樹脂組成
物は、フェノキシ樹脂を主成分とする自己融着性樹脂組
成物であって、硬化処理後の２００℃における弾性率が
１ＭＰａ以上２００ＭＰａ以下である。フェノキシ樹脂
が、ビスフェノールＡ型エポキシに由来する構造とビス
フェノールＳ型フェノキシに由来する構造とを有すると
よい。当該自己融着性樹脂組成物が、１又は複数の硬化
剤をさらに含有するとよい。本発明の一態様に係る自己
融着性絶縁電線は、線状の金属導体と、この金属導体の
外周面側に積層され、最外層を構成する熱融着層とを備
える自己融着性絶縁電線であって、熱融着層が、上記自
己融着性樹脂組成物から構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェノキシ樹脂を主成分とする自己融着性樹脂組成物であって、
　硬化処理後の２００℃における弾性率が１ＭＰａ以上２００ＭＰａ以下である自己融着
性樹脂組成物。
【請求項２】
　上記フェノキシ樹脂が、ビスフェノールＡ型エポキシに由来する構造とビスフェノール
Ｓ型フェノキシに由来する構造とを有する請求項１に記載の自己融着性樹脂組成物。
【請求項３】
　１又は複数の硬化剤をさらに含有する請求項１又は請求項２に記載の自己融着性樹脂組
成物。
【請求項４】
　上記硬化剤として、多官能エポキシ化合物を含む請求項３に記載の自己融着性樹脂組成
物。
【請求項５】
　上記フェノキシ樹脂に対する上記硬化剤の含有率が５質量％以上８０質量％以下である
請求項３又は請求項４に記載の自己融着性樹脂組成物。
【請求項６】
　線状の金属導体と、この金属導体の外周面側に積層され、最外層を構成する熱融着層と
を備える自己融着性絶縁電線であって、
　上記熱融着層が、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の自己融着性樹脂組成物
から構成される自己融着性絶縁電線。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自己融着性樹脂組成物及び自己融着性絶縁電線に関する。
【背景技術】
【０００２】
　絶縁電線を用いて例えばモーター用コイルを製造する場合、コアに電線を捲回し、電線
同士の隙間及び電線とコアとの隙間にワニスを含浸させた後に含浸ワニスを固化させて電
線間及び電線－コア間を固着させるのが一般的である。しかしながら、ワニスの完全な含
浸を担保することは難しく、電線の固定が部分的に不十分となるおそれがある。また、ワ
ニスの含浸により工数が増え、コイルが高価となるおそれがある。
【０００３】
　これに対し、ブチラール樹脂、フェノキシ樹脂等の熱可塑性樹脂を主成分とする熱融着
層を備える自己融着性絶縁電線が知られている（特開平４－８７２１４号公報参照）。上
記自己融着性絶縁電線は、金属導体の外周に積層される熱融着層が互いに融着し合うので
モーター用コイル製造においてワニスの含浸を行うことなく電線間の固着が可能となるた
め、モーター製造工程が簡略化できるという特徴を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－８７２１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、自己融着性絶縁電線の熱融着層の主成分として用いられる上記熱可塑性
樹脂は、可とう性に優れるが耐熱性が低いため、熱融着後の常温下における固着力に優れ
るものの、熱融着後の高温下においては、上記熱融着層が軟化するために高い固着力を保
持できないおそれがある。従って、自動車用モーター、発電機等、耐熱性が要求される用
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途においては上記熱可塑性樹脂を主成分とする熱融着層を備える自己融着性絶縁電線は使
用が制限される。
【０００６】
　本発明は、上述のような事情に基づいてなされたものであり、捲線加工等を行う熱融着
前においては十分な可とう性を備えると共に、熱融着後においては、高い耐熱性を有し、
高温下における固着力に優れる熱融着層を得ることができる自己融着性樹脂組成物及び熱
融着後の高温下における電線同士の高い固着力を有する自己融着性絶縁電線を提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためになされた本発明の一態様に係る自己融着性樹脂組成物は、フ
ェノキシ樹脂を主成分とする自己融着性樹脂組成物であって、硬化処理後の２００℃にお
ける弾性率が１ＭＰａ以上２００ＭＰａ以下である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様に係る自己融着性樹脂組成物は、熱融着前の可とう性を備えつつ、熱融
着後においては、高い耐熱性を有し、高温下における固着力に優れる熱融着層を得ること
ができる。また、本発明の一態様に係る自己融着性絶縁電線は、熱融着後の高温下におけ
る電線同士の高い固着力が得られるので、電線同士の固着の信頼性が高い。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る自己融着性絶縁電線を示す模式的断面図で
ある。
【図２】図２は、本発明の第２実施形態に係る自己融着性絶縁電線を示す模式的断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［本発明の実施形態の説明］
　本発明の一態様に係る自己融着性樹脂組成物は、フェノキシ樹脂を主成分とする自己融
着性樹脂組成物であって、硬化処理後の２００℃における弾性率が１ＭＰａ以上２００Ｍ
Ｐａ以下である。
【００１１】
　当該自己融着性樹脂組成物は、熱可塑性樹脂の特性を持ちながら架橋可能なエポキシ基
を有するフェノキシ樹脂を主成分とするので、加熱により融着する機能を奏する。また、
本発明者らは、当該自己融着性樹脂組成物の硬化処理後の２００℃における弾性率が、熱
融着後における高温下での固着力と相関することを見出した。つまり、当該自己融着性樹
脂組成物は、硬化処理後の２００℃における弾性率の下限が１ＭＰａであるため、高い耐
熱性を有し、熱融着後の高温下における固着力に優れる特性を有する。さらに、弾性率の
上限を２００ＭＰａとすることで、当該自己融着性樹脂組成物は、主成分のフェノキシ樹
脂の熱可塑性に起因する良好な融着特性を損なうことなく、高温下で固着力を保持するこ
とができる。ここで、「主成分」とは、最も含有量の多い成分をいい、通常５０質量％以
上の成分をいう。また、「弾性率」とは、ＪＩＳ－Ｋ－０１２９（２００５）に準拠して
動的粘弾性測定装置を用いて測定される貯蔵弾性率を意味する。
【００１２】
　上記フェノキシ樹脂が、ビスフェノールＡ型エポキシに由来する構造とビスフェノール
Ｓ型フェノキシに由来する構造とを有するとよい。このように上記フェノキシ樹脂がビス
フェノールＡ型エポキシに由来する構造とビスフェノールＳ型フェノキシに由来する構造
とを有することで、熱融着時の流れ性と熱融着後の高温下での固着力を両立することがで
きる。
【００１３】
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　当該自己融着性樹脂組成物は、１又は複数の硬化剤をさらに含有するとよい。このよう
に、１又は複数の硬化剤をさらに含有することで、熱融着層の耐熱性を向上させることが
できる。
【００１４】
　上記硬化剤として、多官能エポキシ化合物を含むとよい。このように、上記硬化剤とし
て、多官能エポキシ化合物を含むことで、熱融着層の耐熱性をより向上させることができ
る。
【００１５】
　上記フェノキシ樹脂に対する上記硬化剤の含有率としては、５質量％以上８０質量％以
下が好ましい。このように、上記フェノキシ樹脂に対する上記硬化剤の含有率を上記範囲
内とすることで、熱融着層の熱融着時の流れ性を保持しつつ、耐熱性をより向上させるこ
とができる。
【００１６】
　本発明の一態様に係る自己融着性絶縁電線は、線状の金属導体と、この金属導体の外周
面側に積層され、最外層を構成する熱融着層とを備える自己融着性絶縁電線であって、上
記熱融着層が、当該自己融着性樹脂組成物から構成される。
【００１７】
　当該自己融着性絶縁電線においては、熱融着層が、当該自己融着性樹脂組成物から構成
されるので、熱融着前の可とう性を備えつつ、熱融着後の高温下における自己融着性絶縁
電線同士の高い固着力を有するので、電線同士の固着の信頼性が高い。
【００１８】
［本発明の実施形態の詳細］
　以下、本発明に係る自己融着性絶縁電線の実施形態について、図面を参照しつつ詳説す
る。
【００１９】
［第１実施形態］
＜自己融着性絶縁電線＞
　図１の自己融着性絶縁電線１は、線状の金属導体２と、この金属導体２の外周面に積層
される絶縁層３と、この絶縁層３の外周面に積層され、最外層を構成する熱融着層４とを
備える。また、熱融着層４は、当該自己融着性樹脂組成物から構成される。
【００２０】
（金属導体）
　金属導体２は、例えば断面が円形状の丸線とされるが、断面が正方形状の角線又は長方
形状の平角線や、複数の素線を撚り合わせた撚り線であってもよい。
【００２１】
　金属導体２の材質としては、導電率が高くかつ機械的強度が大きい金属が好ましい。こ
のような金属としては、例えば銅、銅合金、アルミニウム、ニッケル、銀、鉄、鋼、ステ
ンレス鋼等が挙げられる。金属導体２は、これらの金属を線状に形成した材料や、このよ
うな線状の材料にさらに別の金属を被覆した多層構造のもの、例えばニッケル被覆銅線、
銀被覆銅線、銅被覆アルミ線、銅被覆鋼線等を用いることができる。
【００２２】
　金属導体２の平均断面積の下限としては、０．０１ｍｍ２が好ましく、０．１ｍｍ２が
より好ましい。一方、金属導体２の平均断面積の上限としては１００ｍｍ２が好ましく、
５０ｍｍ２がより好ましい。金属導体２の平均断面積が上記下限に満たない場合、金属導
体２に対する熱融着層４の体積が大きくなり、当該自己融着性絶縁電線１を用いて形成さ
れるコイル等の体積効率が低くなるおそれがある。逆に、金属導体２の平均断面積が上記
上限を超える場合、従来の絶縁電線にワニスを含浸する方法でも比較的容易かつ安価にコ
イルを形成できるため、細い金属導体２を対象とする本発明に係る実施形態に適用しても
、従来のワニスを含浸させた絶縁電線に対して有利性が得られないおそれがある。
【００２３】
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（絶縁層）
　絶縁層３は、絶縁性を有する樹脂組成物で形成される。絶縁層３を形成する樹脂組成物
としては、特に限定されないが、例えばポリビニルホルマール、熱硬化ポリウレタン、熱
硬化アクリル、エポキシ、熱硬化ポリエステル、熱硬化ポリエステルイミド、熱硬化ポリ
エステルアミドイミド、芳香族ポリアミド、熱硬化ポリアミドイミド、熱硬化ポリイミド
等の熱硬化性樹脂や、例えば熱可塑性ポリイミド、ポリフェニルサルフォン、ポリフェニ
レンスルフィド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルサル
フォン等の熱可塑性樹脂を主成分とするものが使用できる。絶縁層３は２種類以上の樹脂
の複合体又は積層体であってもよく、また熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂との複合体又は積
層体であってもよい。
【００２４】
　絶縁層３の平均厚さの下限としては、５μｍが好ましく、１０μｍがより好ましい。一
方、絶縁層３の平均厚さの上限としては、２５０μｍが好ましく、２００μｍがより好ま
しい。絶縁層３の平均厚さが上記下限に満たない場合、絶縁層３に破れが生じ、金属導体
２の絶縁が不十分となるおそれがある。逆に、絶縁層３の平均厚さが上記上限を超える場
合、当該自己融着性絶縁電線１を用いて形成されるコイル等の占積率が低くなり、モータ
ー等の効率が低下するおそれがある。
【００２５】
（熱融着層）
　熱融着層４は、後述する自己融着性樹脂組成物で構成される。熱融着層４の平均厚さの
下限としては、１μｍが好ましく、３μｍがより好ましい。一方、熱融着層４の平均厚さ
の上限としては、２００μｍが好ましく、１５０μｍがより好ましい。熱融着層４の平均
厚さが上記下限に満たない場合、当該自己融着性絶縁電線間の固着が不十分となるおそれ
がある。逆に、熱融着層４の平均厚さが上記上限を超える場合、当該自己融着性絶縁電線
１を用いて形成されるコイル等の占積率が低くなり、モーター等の効率が低下するおそれ
がある。
【００２６】
　当該自己融着性樹脂組成物は、フェノキシ樹脂を主成分とする。当該自己融着性樹脂組
成物における上記フェノキシ樹脂の含有率の下限としては、５０質量％が好ましく、５５
質量％がより好ましく、６０質量％がさらに好ましい。一方、当該自己融着性樹脂組成物
における上記フェノキシ樹脂の含有率の上限としては、９８質量％が好ましく、９０質量
％がより好ましく、８５質量％がさらに好ましい。当該自己融着性樹脂組成物における上
記フェノキシ樹脂の含有率が上記下限未満である場合、当該自己融着性樹脂組成物が熱融
着時に十分な流れ性を得られなくなるおそれがある。上記含有率が、上記上限を超えると
当該自己融着性樹脂組成物の熱融着後の高温下での十分な固着力が得られないおそれがあ
る。
【００２７】
　当該自己融着性樹脂組成物の主成分として使用可能なフェノキシ樹脂としては、例えば
ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂、ビスフェノールＳ型フェノキシ樹脂、ビスフェノー
ルＦ型フェノキシ樹脂、変性フェノキシ樹脂、これらの共重合体等が挙げられる。フェノ
キシ樹脂としては、熱融着時の良好な流れ性を保持しつつ、熱融着後の高温下での高い固
着力を有する熱融着層を得ることができる観点から、これらの中でもビスフェノールＡ型
エポキシに由来する構造とビスフェノールＳ型フェノキシに由来する構造とを有するもの
が好ましい。
【００２８】
　フェノキシ樹脂は、ビスフェノールとエピハロヒドリンとから製造される。ビスフェノ
ールとしては、例えば２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン（ビスフェノー
ルＡ）、（４－ヒドロキシフェニル）スルホン（ビスフェノールＳ）、ビス（４－ヒドロ
キシフェニル）メタン（ビスフェノールＦ）、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルフィ
ド、３，４，５，６－ジベンゾ－１，２－オキサホスファン－２－オキサイドヒドロキノ
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ンなどが挙げられ、これらは、それぞれ単独又は２種以上混合して用いることができる。
エピハロヒドリンの好適な代表例としては、エピクロロヒドリンが挙げられる。ビスフェ
ノールＡ型フェノキシ樹脂は、ビスフェノールＡ骨格を有するフェノキシ樹脂であり、ビ
スフェノールＡとエピハロヒドリンとから製造される。ビスフェノールＳ型フェノキシ樹
脂は、ビスフェノールＳ骨格を有するフェノキシ樹脂であり、ビスフェノールＳとエピハ
ロヒドリンとから製造される。ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂は、ビスフェノールＦ
骨格を有するフェノキシ樹脂であり、ビスフェノールＦとエピハロヒドリンとから製造さ
れる。フェノキシ樹脂の末端はフェノール性水酸基、エポキシ基等のいずれの官能基でも
よい。これらのフェノキシ樹脂は、いずれも商業的に入手しうる化合物である。
【００２９】
　当該自己融着性樹脂組成物は１又は複数の硬化剤を含有するとよく、このような硬化剤
としては、加熱により硬化する硬化剤が用いられる。硬化剤としては、例えばエポキシ化
合物、シアネート樹脂、エステルイミド樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、不飽和エ
ステル樹脂、尿素樹脂、イミド樹脂等が挙げられる。これらは単独又は２種類以上を組み
合わせて使用できる。硬化剤としては、当該自己融着性樹脂組成物の弾性率の向上の観点
からこれらの中でも多官能エポキシ化合物が好ましい。ここで、多官能エポキシ化合物と
は、１分子中に３個以上のエポキシ基を有する化合物であって、低分子量の化合物から高
分子量の樹脂までを含む。多官能エポキシ化合物としては、例えばフェノールノボラック
型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、トリフェニルメタン型エポキシ
樹脂、ジフェニルスルホン型エポキシ樹脂、トリアジン環型エポキシ樹脂、その他、１つ
の分子内に３つまたは４つのエポキシ基を有するエポキシ化合物等が挙げられる。
【００３０】
　上記硬化剤の熱硬化開始温度の下限としては、１６０℃が好ましく、１７０℃がより好
ましい。一方、上記硬化剤の熱硬化開始温度の上限としては、１９０℃が好ましく、１８
０℃がより好ましい。上記熱硬化開始温度が上記下限に満たない場合、当該自己融着性樹
脂組成物が熱融着時に十分な流れ性を得られなくなるおそれがある。また、上記熱硬化開
始温度が上記上限を超える場合、高い耐熱性が得られず、熱融着層４の融着後の高温下で
の固着力が十分でないおそれがある。ここで、熱硬化開始温度とは、発熱反応である架橋
反応により重合が開始される温度であり、温度示差走査熱量測定（ＤＳＣ）において発熱
ピークが立ち上がる温度をいう。
【００３１】
　上記フェノキシ樹脂に対する上記硬化剤の含有率の下限としては５質量％が好ましく、
１０質量％がより好ましく、１５質量％がさらに好ましく、２０質量％が特に好ましい。
一方、上記フェノキシ樹脂に対する上記硬化剤の含有率の上限としては８０質量％が好ま
しく、６０質量％がより好ましく、５０質量％がさらに好ましく、４０質量％が特に好ま
しい。上記フェノキシ樹脂に対する上記硬化剤の含有率が上記下限に満たない場合、当該
自己融着性樹脂組成物の耐熱性が低くなるおそれがある。また、上記含有率が上記上限を
超える場合、当該自己融着性樹脂組成物の熱融着前における可とう性の低下を抑制できな
いおそれがある。
【００３２】
　当該自己融着性樹脂組成物には、硬化促進剤、発泡剤、発泡助剤等、その他の成分を配
合してもよい。
【００３３】
　当該自己融着性樹脂組成物の硬化処理後の２００℃における弾性率の下限としては１Ｍ
Ｐａであり、５ＭＰａがより好ましい。一方、当該自己融着性樹脂組成物の硬化処理後の
２００℃における弾性率の上限としては、２００ＭＰａであり、１９０ＭＰａがより好ま
しい。硬化処理後の２００℃における弾性率が上記下限に満たない場合、高い耐熱性が得
られず、熱融着層４の熱融着後の高温下での固着力が十分でないおそれがある。また、上
記弾性率が上記上限を超える場合、当該自己融着性樹脂組成物の熱融着前の可とう性の低
下を抑制できないおそれがある。従って、当該自己融着性樹脂組成物の硬化処理後の２０
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０℃における弾性率が上記範囲であることで、当該自己融着性樹脂組成物は、熱融着前の
可とう性を備えつつ、熱融着後においては、高い耐熱性を有し、高温下における固着力に
優れる熱融着層４を得ることができる。
【００３４】
［自己融着性絶縁電線の製造方法］
　当該自己融着性絶縁電線１は、絶縁層３の主成分が熱硬化性樹脂である場合、金属導体
２の外周面に溶媒で希釈した絶縁層形成用樹脂組成物を塗布する工程と、加熱により溶媒
を揮発させて、塗布した絶縁層形成用樹脂組成物を硬化する工程と、上記絶縁層形成用樹
脂組成物の硬化することにより得られた絶縁層３の外周面に、溶媒で希釈した自己融着性
樹脂組成物を塗布する工程と、加熱により溶媒を揮発させて自己融着性樹脂組成物から構
成される熱融着層４を最外層に形成する工程とを備える方法により製造できる。
【００３５】
＜絶縁層形成用樹脂組成物塗布工程＞
　絶縁層形成用樹脂組成物塗布工程では、金属導体２の外周面に絶縁層形成用樹脂組成物
を塗布する。絶縁層形成用樹脂組成物を金属導体２の外周面に塗布する方法としては例え
ば液状の絶縁層形成用樹脂組成物を貯留した液状組成物槽と塗布ダイスとを備える塗布装
置を用いた方法を挙げることができる。この塗布装置によれば、導体が液状組成物槽内を
挿通することで液状組成物が導体外周面に付着し、その後塗布ダイスを通過することで、
この液状組成物が略均一な厚さに塗布される。また、絶縁層形成用樹脂組成物塗布工程に
おいては、押出しなど公知の手法により熱可塑性樹脂を塗布してもよい。さらに、熱可塑
性樹脂と熱硬化性樹脂との積層構造となるように塗布してもよい。
【００３６】
＜絶縁層形成用樹脂組成物硬化工程＞
　絶縁層形成用樹脂組成物硬化工程では、加熱することによって溶媒に希釈した絶縁層形
成用樹脂組成物の溶媒を揮発させるとともに樹脂組成物を硬化させて、絶縁層３を形成す
る。この加熱に用いる装置としては、特に限定されないが、例えば導体の走行方向に長い
筒状の焼付炉を用いることができる。加熱方法は特に限定されないが、例えば熱風加熱、
赤外線加熱、高周波加熱等、従来公知の方法により行うことができる。また、加熱温度と
しては、例えば３００℃以上６００℃以下とされる。
【００３７】
　上記絶縁層形成用樹脂組成物塗布工程と絶縁層形成用樹脂組成物硬化工程とは、複数回
繰り返して行ってもよい。このようにすることで、絶縁層３の厚さを順次増加させていく
ことができる。このとき、塗布ダイスの孔径と繰り返し回数とは、導体径及び絶縁層３の
狙い塗布膜厚にあわせて適宜調整される。
【００３８】
＜自己融着性樹脂組成物塗布工程＞
　自己融着性樹脂組成物塗布工程では、溶媒で希釈した自己融着性樹脂組成物を上記絶縁
層３の外周面に塗布する。塗布方法としては上記絶縁層形成用樹脂組成物塗布工程と同様
の方法を用いることができる。
【００３９】
＜自己融着性樹脂組成物乾燥工程＞
　自己融着性樹脂組成物乾燥工程では、加熱することによって溶媒を揮発させて自己融着
性樹脂組成物から構成される熱融着層４を最外層に形成する。この加熱に用いる装置とし
ては、特に限定されないが、絶縁層形成用樹脂組成物硬化工程と同様のものを用いること
ができる。加熱方法は特に限定されないが、絶縁層形成用樹脂組成物硬化工程と同様に従
来公知の方法により行うことができる。また、加熱温度としては、例えば２００℃以上４
００℃以下とされる。なお、この際の加熱温度とは、加熱工程の環境温度であり、自己融
着性樹脂組成物自体の温度ではない。
【００４０】
［自己融着性絶縁電線の使用方法］
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　当該自己融着性絶縁電線は、例えば当該自己融着性絶縁電線を捲線加工して、当該自己
融着性絶縁電線の熱融着層同士を固着させるコイル用電線としての用途、平行に配置され
た複数の当該自己融着性絶縁電線の熱融着層同士を固着させた状態とするような用途、当
該自己融着性絶縁電線とモーターのコア部分との融着及び固定等に用いることができる。
【００４１】
＜利点＞
　当該自己融着性樹脂組成物は、熱融着前の可とう性を備えつつ、熱融着後においては高
い耐熱性を有し、高温下における固着力に優れる熱融着層を得ることができる。従って、
上記熱融着層が当該自己融着性樹脂組成物から構成される自己融着性絶縁電線は、熱融着
後の高温下における自己融着性絶縁電線同士の高い固着力を有するので、電線同士の固着
の信頼性が高い。また、当該自己融着性絶縁電線は、モーターのコア部分との融着及び固
定等に用いることができる。従って、自動車用モーター、発電機等、耐熱性が要求される
用途に使用することができる。
【００４２】
［第２実施形態］
＜自己融着性絶縁電線＞
　本発明の第２実施形態に係る自己融着性絶縁電線は、化学発泡剤又は熱膨張性マイクロ
カプセルを含有する当該自己融着性樹脂組成物から形成される熱融着層を備える。すなわ
ち第２実施形態に係る自己融着性樹脂組成物は、フェノキシ樹脂を主成分とする第１実施
形態に係る自己融着性樹脂組成物に、さらに発泡剤として、化学発泡剤又は熱膨張性マイ
クロカプセルを含有させたものである。
【００４３】
　図２の当該自己融着性絶縁電線１０は、線状の金属導体２とこの金属導体２の外周面に
積層される絶縁層３と、この絶縁層３の外周面に積層され、最外層を構成する熱融着層１
４とを備える。熱融着層１４は、当該自己融着性樹脂組成物から構成される。また、熱融
着層１４が、マトリックス１５と、このマトリックス１５中に分散される化学発泡剤又は
熱膨張性マイクロカプセル（以下、発泡剤１６ともいう。）とを有する。なお、金属導体
２及び絶縁層３は、第１実施形態と同様であるので同一番号を付して説明を省略する。
【００４４】
（熱融着層）
　この熱融着層１４は、後述する自己融着性樹脂組成物で構成される。熱融着層１４は、
加熱により発泡剤１６が膨張することによって全体的に膨張する。
【００４５】
　熱融着層１４の加熱前の平均厚さの下限としては、１０μｍが好ましく、２０μｍがよ
り好ましい。一方、熱融着層１４の加熱前の平均厚さの上限としては、３００μｍが好ま
しく、２００μｍがより好ましい。熱融着層１４の加熱前の平均厚さが上記下限に満たな
い場合、当該自己融着性絶縁電線１０同士の固着が不十分となるおそれがある。逆に、熱
融着層１４の加熱前の平均厚さが上記上限を超える場合、当該自己融着性絶縁電線１０を
用いて形成されるコイル等の占積率が低くなり、モーター等の効率が低下するおそれがあ
る。
【００４６】
　熱融着層１４の加熱後の平均厚さ膨張率の下限としては、１．１倍が好ましく、２倍が
より好ましい。一方、熱融着層１４の加熱後の平均厚さ膨張率の上限としては、５倍が好
ましく、４倍がより好ましい。熱融着層１４の加熱後の平均厚さ膨張率が上記下限に満た
ない場合、当該自己融着性絶縁電線１０を捲線加工したときに、隣接し合う熱融着層１４
同士の融着が不十分となるおそれがある。逆に、熱融着層１４の加熱後の平均厚さ膨張率
が上記上限を超える場合、熱融着層１４の密度が不十分となることにより却って当該自己
融着性絶縁電線１０の強度が不十分となるおそれがある。熱融着層１４の膨張率は発泡剤
１６の種類及び量、並びに発泡剤１６の発泡開始温度での自己融着性樹脂組成物の弾性率
を選択することにより制御できる。ここで、「平均厚さ膨張率」とは、加熱による膨張後
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の層の平均厚さの加熱前の層の平均厚さに対する比を意味する。
【００４７】
　加熱による発泡剤１６の発泡によって熱融着層１４に形成される空孔の平均径の下限と
しては、１μｍが好ましく、５μｍがより好ましい。一方、上記熱融着層１４に形成され
る空孔の平均径の上限としては、３００μｍが好ましく、２００μｍがより好ましい。上
記熱融着層１４に形成される空孔の平均径が上記下限に満たない場合、十分な膨張率が得
られないおそれがある。逆に、上記熱融着層１４に形成される空孔の平均径が上記上限を
超える場合、熱融着層１４が不必要に厚くなるおそれや、熱融着層１４の膨張が不均一に
なるおそれがある。
【００４８】
　熱融着層１４の加熱後の空隙率の下限としては、１０％が好ましく、５０％がより好ま
しい。一方、熱融着層１４の加熱後の空隙率の上限としては、８０％が好ましく、７０％
がより好ましい。熱融着層１４の加熱後の空隙率が上記下限に満たない場合、隣接する熱
融着層１４間の当接圧力が不足して融着が不十分となるおそれがある。逆に、熱融着層１
４の加熱後の空隙率が上記上限を超える場合、膨張した後の熱融着層１４の強度が不十分
となるおそれがある。また、層の「空隙率」とは、層のみかけの体積に対する膨張層内の
空隙（気体）の容積の百分率であり、熱融着層１４のマトリックス１５及び熱膨張性マイ
クロカプセルの外殻の含有質量と密度とから算出される実体積をＶ０、熱融着層１４の空
隙を含む体積をＶ１とするとき、（Ｖ１－Ｖ０）／Ｖ１×１００で算出される量である。
【００４９】
（発泡剤）
　発泡剤１６としては化学発泡剤又は熱膨張性マイクロカプセルを用いることができる。
【００５０】
　発泡剤１６の熱融着層１４における含有率の下限としては、１質量％が好ましく、２質
量％がより好ましい。一方、発泡剤１６の熱融着層１４における含有率の上限としては、
１５質量％が好ましく、１０質量％がより好ましい。発泡剤１６の熱融着層１４における
含有率が上記下限に満たない場合、熱融着層１４の膨張率が小さく、当該自己融着性絶縁
電線１０同士の固着が不十分となるおそれがある。逆に、発泡剤１６の熱融着層１４にお
ける含有率が上記上限を超える場合、相対的に自己融着性樹脂組成物が少なくなることに
より、熱融着層１４の強度及び融着性が不十分となるおそれがある。
【００５１】
〈化学発泡剤〉
　発泡剤１６として用いられる化学発泡剤は、加熱することにより分解して、例えば窒素
ガス、炭酸ガス、一酸化炭素、アンモニアガス等を発生するものであり、有機発泡剤又は
無機発泡剤が使用できる。
【００５２】
　有機発泡剤としては、例えばアゾジカルボンアミド（Ａ．Ｄ．Ｃ．Ａ）、アゾビスイソ
ブチロニトリル（Ａ．Ｉ．Ｂ．Ｎ）等のアゾ系発泡剤、例えばジニトロソペンタメチレン
テトラミン（Ｄ．Ｐ．Ｔ）、Ｎ，Ｎ’ジニトロソ－Ｎ，Ｎ’－ジメチルテレフタルアミド
（Ｄ．Ｎ．Ｄ．Ｍ．Ｔ．Ａ）等のニトロソ系発泡剤、例えば、Ｐ－トルエンスルホニルヒ
ドラジド（Ｔ．Ｓ．Ｈ）、Ｐ，Ｐ－オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド（Ｏ．Ｂ．
Ｓ．Ｈ）、ベンゼンスルホニルヒドラジド（Ｂ．Ｓ．Ｈ）等のヒドラジド系、他にはトリ
ヒドラジノトリアジン（Ｔ．Ｈ．Ｔ）、アセトン－Ｐ－スルホニルヒドラゾンなどが例示
され、これらを単独で、又は二種類以上合わせて使用できる。
【００５３】
　また、無機発泡剤としては、例えば重炭酸ナトリウム、炭酸アンモニウム、重炭酸アン
モニウム、ホウ化水素ナトリウム、ソジウムボロンハイドライド、シリコンオキシハイド
ライド等が例示される。一般的に無機発泡剤は、ガス発生速度が有機発泡剤より緩慢であ
りガス発生の調整が難しい。そのため、化学発泡剤としては、有機発泡剤が好ましい。
【００５４】



(10) JP 2017-128667 A 2017.7.27

10

20

30

40

50

　化学発泡剤の分解温度の下限としては、６０℃が好ましく、７０℃がより好ましい。一
方、化学発泡剤の分解温度の上限としては、２５０℃が好ましく、２００℃がより好まし
い。化学発泡剤の分解温度が上記下限に満たない場合、当該自己融着性絶縁電線１０の製
造時、輸送時又は保管時に化学発泡剤が意図せず発泡してしまうおそれがある。逆に、化
学発泡剤の分解温度が上記上限を超える場合、膨張工程でコイル以外のモーター部品に過
剰な熱負荷がかかるために悪影響が出たり、発泡剤１６を発泡させるために必要なエネル
ギーコストが過大となるおそれがある。
【００５５】
　熱融着層１４には化学発泡剤と共に発泡助剤を配合してもよい。発泡助剤としては、化
学発泡剤の熱分解を促進するものであれば特に限定されず、例えば加硫促進剤、充填剤、
加硫促進助剤、ＰＶＣ用安定剤、老化防止剤、加硫剤、尿素化合物等が挙げられる。この
ような発泡助剤は、化学発泡剤の分解を促進し、発泡温度を低下させる。
【００５６】
　加硫促進剤としては、例えば、グアジニン系、アルデヒド－アンモニア系、スルフェン
アミド系、チウラム系、ザンテート系、アルデヒド－アミン系、チアゾール系、チオ尿素
系、ジチオカルバメート系のもの等が挙げられる。充填剤としては、例えばシリカ、炭酸
マグネシウム、炭酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、炭酸アルミニウム、タルク、硫酸
バリウム、硫酸アルミニウム、硫酸カルシウム等が挙げられる。加硫促進助剤としては、
例えば亜鉛華、活性亜鉛華、炭酸亜鉛、酸化マグネシウム、一酸化鉛、塩基性炭酸鉛、水
酸化カルシウム、ステアリン酸、オレイン酸、ラウリン酸、ジエチレングルコール、ジ－
ｎ－ブチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジエタノールアミン、有機アミン等が挙げ
られる。ＰＶＣ用安定剤としては、例えば三塩基性硫酸鉛、ジブチルすずジラウレート、
ジブチルすずジマレート、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カドミウム、ステアリン酸バ
リウム、ステアリン酸カルシウム等が挙げられる。老化防止剤としては、例えばナフチル
アミン系、ジフェニルアミン系、Ｐ－フェニレン系、キノリン系、モノフェノール系、ポ
リフェノール系、チオビスフェノール系、亜りん酸エステル系のもの等が挙げられる。加
硫剤としては、例えばタイク、硫黄安息香酸アンモニウム等が挙げられる。その他薬品と
しては無水フタル酸、サリチル酸、安息香酸、三酸化アンチモン、白色ワセリン、酸化チ
タン、酸化カドミウム、ホウ砂、グリセリン、ジブチルチンジマレート等が挙げられる。
発泡助剤としては、これらの中でも、亜鉛華、三塩基性硫酸鉛、及び各種加硫促進剤が好
ましい。
【００５７】
　これらの発泡助剤の化学発泡剤１００質量部に対する配合量の下限としては、５質量部
が好ましく、５０質量部がより好ましい。一方、上記発泡助剤の配合量の上限としては、
２００質量部が好ましく、１５０質量部がより好ましい。上記発泡助剤の配合量が上記下
限に満たない場合、化学発泡剤を分解させる効果が不十分となるおそれがある。逆に、上
記発泡助剤の配合量が上記上限を超える場合、当該自己融着性絶縁電線１０の製造時や保
管時等に熱融着層１４が意図せず膨張してしまうおそれがある。
【００５８】
〈熱膨張性マイクロカプセル〉
　発泡剤１６として用いられる熱膨張性マイクロカプセルは、内部発泡剤からなる芯材（
内包物）と、この芯材を包む外殻とを有し、芯材の膨張によって外殻が膨張する。
【００５９】
　熱膨張性マイクロカプセルの内部発泡剤は、加熱により膨張又は気体を発生するもので
あればよく、その原理は問わない。熱膨張性マイクロカプセルの内部発泡剤としては、例
えば低沸点液体、化学発泡剤及びこれらの混合物を使用することができる。
【００６０】
　上記低沸点液体としては、例えばブタン、ｉ－ブタン、ｎ－ペンタン、ｉ－ペンタン、
ネオペンタン等のアルカンや、トリクロロフルオロメタン等のフレオン類などが好適に用
いられる。
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【００６１】
　上記化学発泡剤としては、加熱によりＮ２ガスを発生するアゾビスイソブチロニトリル
等の熱分解性を有する物質が好適に用いられる。
【００６２】
　熱膨張性マイクロカプセルの内部発泡剤の膨張開始温度、つまり低沸点液体の沸点又は
化学発泡剤の熱分解温度としては、後述する熱膨張性マイクロカプセルの外殻の軟化温度
以上とされる。
【００６３】
　より詳しくは、熱膨張性マイクロカプセルの内部発泡剤の発泡開始温度の下限としては
６０℃が好ましく、７０℃がより好ましい。一方、熱膨張性マイクロカプセルの内部発泡
剤の発泡開始温度の上限としては、２５０℃が好ましく、２００℃がより好ましい。熱膨
張性マイクロカプセルの内部発泡剤の発泡開始温度が上記下限に満たない場合、当該自己
融着性絶縁電線製造時、輸送時又は保管時に熱膨張性マイクロカプセルが意図せず膨張し
てしまうおそれがある。逆に、熱膨張性マイクロカプセルの内部発泡剤の発泡開始温度が
上記上限を超える場合、膨張工程でコイル以外のモーター部品に過剰な熱負荷がかかるた
めに悪影響が出たり、熱膨張性マイクロカプセルを膨張させるために必要なエネルギーコ
ストが過大となるおそれがある。
【００６４】
　一方、熱膨張性マイクロカプセルの外殻は、上記内部発泡剤の発泡時に破断することな
く膨張し、発生したガスを包含するマイクロバルーンを形成できる延伸性を有する材質か
ら形成される。この熱膨張性マイクロカプセルの外殻を形成する材質としては、通常は、
熱可塑性樹脂等の高分子を主成分とする樹脂組成物が用いられる。
【００６５】
　熱膨張性マイクロカプセルの外殻の主成分とされる熱可塑性樹脂としては、例えば塩化
ビニル、塩化ビニリデン、アクリロニトリル、アクリル酸、メタアクリル酸、アクリレー
ト、メタアクリレート、スチレン等の単量体から形成された重合体、あるいは２種以上の
単量体から形成された共重合体が好適に用いられる。好ましい熱可塑性樹脂の一例として
は、アクリロニトリル系共重合体が挙げられ、この場合の内部発泡剤の分解温度は、７０
℃以上２５０℃以下とされる。
【００６６】
　加熱前の熱膨張性マイクロカプセルの平均径の下限としては、１μｍが好ましく、５μ
ｍがより好ましい。一方、加熱前の熱膨張性マイクロカプセルの平均径の上限としては、
３００μｍが好ましく、２００μｍがより好ましい。加熱前の熱膨張性マイクロカプセル
の平均径が上記下限に満たない場合、十分な膨張率が得られないおそれがある。逆に、加
熱前の熱膨張性マイクロカプセルの平均径が上記上限を超える場合、熱融着層１４が不必
要に厚くなるおそれや、熱融着層１４の膨張が不均一になるおそれがある。なお、熱膨張
性マイクロカプセルの「平均径」とは、熱膨張性マイクロカプセルの１０以上のサンプル
を顕微鏡観察した際の平面視における最大径とこの最大径に直交する方向の径との平均値
をいうものとする。
【００６７】
　熱膨張性マイクロカプセルの平均径の熱融着層１４の平均厚さに対する比の下限として
は、１／１６が好ましく、１／８がより好ましい。一方、熱膨張性マイクロカプセルの平
均径の熱融着層１４の平均厚さに対する比の下限としては、９／１０が好ましく、８／１
０がより好ましい。熱膨張性マイクロカプセルの平均径が上記下限に満たない場合、外殻
の厚さが不足して膨張時に破れるおそれや、内容積が小さくなり発泡剤１６が不足して十
分に膨張できないおそれがある。逆に、熱膨張性マイクロカプセルの平均径が上記上限を
超える場合、熱膨張性マイクロカプセルがマトリックス１５から突出して熱融着層１４を
十分に膨張させられないおそれや、熱融着層１４が部分的に膨張して均一に膨張できない
おそれがある。
【００６８】
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　熱膨張性マイクロカプセルの膨張率の下限としては、３倍が好ましく、５倍がより好ま
しい。一方、熱膨張性マイクロカプセルの膨張率の上限としては、２０倍が好ましく、１
０倍がより好ましい。熱膨張性マイクロカプセルの膨張率が上記下限に満たない場合、熱
融着層１４の膨張率が不十分となるおそれがある。逆に、熱膨張性マイクロカプセルの膨
張率が上記上限を超える場合、熱融着層１４のマトリックス１５が熱膨張性マイクロカプ
セルに追従することができず、熱融着層１４を全体的に膨張させられないおそれがある。
なお、熱膨張性マイクロカプセルの「膨張率」とは、熱膨張性マイクロカプセルの加熱前
の平均径に対する加熱時の平均径の最大値の比をいう。
【００６９】
［第２実施形態の自己融着性絶縁電線の製造方法］
　当該自己融着性絶縁電線１０の製造方法としては、例えば第１実施形態の当該自己融着
性絶縁電線１の製造方法の自己融着性樹脂組成物塗布工程において、発泡剤１６を含有す
る自己融着性樹脂組成物を溶媒で希釈して塗布する方法等が挙げられる。
【００７０】
＜利点＞
　当該自己融着性樹脂組成物が化学発泡剤又は熱膨張性マイクロカプセルを含有すること
によって、上記第１実施形態に係る自己融着性樹脂組成物の効果と併せて、発泡剤１６の
膨張に伴って熱融着層１４を膨張させることができる。当該自己融着性絶縁電線１０にお
いては、熱融着層１４が、マトリックス１５中に発泡剤１６を分散して形成されているこ
とによって、発泡剤１６の膨張に伴って熱融着層１４が確実かつ比較的均一に膨張するこ
とができる。その結果、熱融着層１４同士をより強く圧着し、電線間及び電線－コア間の
固着をより確実にできる。
【００７１】
［その他の実施形態］
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記実施形態の構成に限定されるものではなく、特許
請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が
含まれることが意図される。
【００７２】
　例えば当該自己融着性絶縁電線において、絶縁層と熱融着層との間に加熱により膨張す
る膨張層が設けられてもよい。
【００７３】
　上記膨張層は、例えばフェノキシ樹脂、ブチラール樹脂等の熱可塑性樹脂を主成分とす
る膨張層用樹脂組成物と、この膨張層用樹脂組成物中に分散する化学発泡剤又は熱膨張性
マイクロカプセルとを有する。このように、膨張層が膨張層用樹脂組成物中に化学発泡剤
又は熱膨張性マイクロカプセルを分散したものであることによって、膨張率を大きくする
ことができる。その結果、熱融着層同士をより強く圧着し、電線間及び電線－コア間の固
着をより確実にできる。また、膨張層を熱融着層で覆っているため、膨張層の発泡剤等の
落脱を防止して発塵を抑制できる。
【００７４】
　また、例えば当該自己融着性絶縁電線において、金属導体と絶縁層との間や絶縁層と熱
融着層との間にプライマー処理層等のさらなる層が設けられてもよい。
【００７５】
（プライマー処理層）
　プライマー処理層は、層間の密着性を高めるために設けられる層であり、例えば公知の
樹脂組成物により形成することができる。
【００７６】
　金属導体と絶縁層との間にプライマー処理層を設ける場合、このプライマー処理層を形
成する樹脂組成物は、例えばポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエステルイミド、ポリ
エステル及びフェノキシ樹脂の中の一種又は複数種の樹脂を含むとよい。また、プライマ
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ー処理層を形成する樹脂組成物は、密着向上剤等の添加剤を含んでもよい。このような樹
脂組成物によって金属導体と絶縁層との間にプライマー処理層を形成することによって、
金属導体と絶縁層との間の密着性を向上することが可能であり、その結果、当該自己融着
性絶縁電線の熱融着前の可とう性や耐摩耗性、耐傷性、耐加工性などの特性を効果的に高
めることができる。
【００７７】
　また、プライマー処理層を形成する樹脂組成物は、上記樹脂と共に他の樹脂、例えばエ
ポキシ樹脂、フェノキシ樹脂、メラミン樹脂等を含んでもよい。
【００７８】
　また、プライマー処理層を形成する樹脂組成物に含まれる各樹脂として、市販の液状組
成物（絶縁ワニス）を使用してもよい。
【００７９】
　プライマー処理層の平均厚さの下限としては、１μｍが好ましく、２μｍがより好まし
い。一方、プライマー処理層の平均厚さの上限としては、２０μｍが好ましく、１０μｍ
がより好ましい。プライマー処理層の平均厚さが上記下限に満たない場合、金属導体との
十分な密着性を発揮できないおそれがある。逆に、プライマー処理層の平均厚さが上記上
限を超える場合、当該自己融着性絶縁電線が不必要に大径化するおそれがある。
【００８０】
　また、絶縁層と熱融着層との間にプライマー処理層を設ける場合も、公知技術に基づい
て絶縁層及び熱融着層に対して高い接着性を有する樹脂組成物が選択される。
【００８１】
　また、当該自己融着性絶縁電線の製造方法は、上述の方法に限られない。例えば絶縁層
の主成分を熱可塑性樹脂とする場合には、上記熱融着層の積層方法と同様に溶剤で希釈し
て乾燥する方法や、溶融した樹脂組成物を塗布ダイスで塗布して冷却硬化させる方法等が
適用できる。また、絶縁層や熱融着層を例えば吹付塗装等のさらに他の方法により積層し
てもよい。
【実施例】
【００８２】
　以下、実施例に基づき本発明を詳述するが、この実施例の記載に基づいて本発明が限定
的に解釈されるものではない。
【００８３】
＜自己融着性絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．１４＞
　直径１．０ｍｍの銅線に、平均厚さ４０μｍの絶縁層及び平均厚さ１２．５μｍの熱融
着層をこの順に積層することによって、自己融着性絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．１４を試作
した。絶縁層及び熱融着層は、それぞれ下記に記載する組成の樹脂組成物を塗布ダイスに
より塗布し、炉長３ｍの横炉を用いて絶縁層と融着層とを形成した。
【００８４】
［絶縁層形成用樹脂組成物］
　絶縁層形成用樹脂としては、ポリエステルイミドを使用した。
【００８５】
［自己融着性樹脂組成物の調製］
　自己融着性絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．１４について、表１に示すように、フェノキシ樹
脂及び硬化剤を材料として自己融着性樹脂組成物の調製を行った。
【００８６】
（フェノキシ樹脂）
　自己融着性絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．１４のフェノキシ樹脂としては、ビスフェノール
Ａ型エポキシとビスフェノールＳ型フェノキシとの共重合体（新日鉄住金化学株式会社の
「ＹＰＳ００７－Ａ３０」）を用いた。
【００８７】
（硬化剤）
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　硬化剤としては、表１に示すように自己融着性絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．１４について
以下の硬化剤（多官能エポキシ化合物、シアネート樹脂、エステルイミド樹脂）を使用し
た。
【００８８】
　多官能エポキシ化合物としては、新日鉄住金化学株式会社の「ＹＤＣＮ－７０４」（α
―クレゾールノボラック型多官能エポキシ）、小西化学工業株式会社の「ＴＧ３ＤＡＳ」
（ジフェニルスルホン型４官能エポキシ）、三菱化学株式会社の「ｊＥＲ１０３１Ｓ」（
４官能エポキシ）、日産化学株式会社の「ＴＥＰＩＣ　Ｌ」（３官能トリアジン環含有エ
ポキシ）、日産化学株式会社の「ＴＥＰＩＣ－ＰＡＳ」（３官能トリアジン環含有変性エ
ポキシ）及びＤＩＣ株式会社の「ＨＰ－４７１０」（４官能エポキシ）のいずれかを用い
た。
【００８９】
　シアネート樹脂としては、三菱ガス化学株式会社の「ＣＹＴＥＳＴＥＲ　ＴＡ」又はロ
ンザ株式会社の「Ｐｒｉｍａｓｅｔ　ＢＡ２００」を用いた。
【００９０】
　エステルイミド樹脂としては大日精化工業株式会社の「ＥＨ４０２」を用いた。なお、
エステルイミド樹脂の含有量は樹脂分のみに換算した。
【００９１】
＜評価＞
　以上のようにして得られた自己融着性絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．１４について、熱融着
前の可とう性と、熱融着後の熱融着層の２００℃における弾性率並びに固着力とを評価し
た。
【００９２】
（２００℃における弾性率）
　自己融着性絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．１４の硬化後の熱融着層について、２００℃での
貯蔵弾性率を測定して耐熱性を評価した。貯蔵弾性率は、「ＪＩＳ－Ｋ－０１２９（２０
０５）に準拠して動的粘弾性測定（ＤＭＡ）の引張モードにより測定した。
【００９３】
（固着力）
　固着力は、以下のように評価した。始めに同じ長さ（５０ｃｍ）の自己融着性絶縁電線
を８本用意する。上記８本の中の２本を第１自己融着性絶縁電線とし、残りの６本を第２
自己融着性絶縁電線とする。次に、２本の第１自己融着性絶縁電線の端面同士を対向する
ように接触させて直線状に配置する。次に、２本の第１自己融着性絶縁電線を中央にし、
これらの第１自己融着性絶縁電線の接触部分を、第２自己融着性絶縁電線の端部から２５
ｃｍの中心部で取り囲むように６本の第２自己融着性絶縁電線を揃えて配置し、ピアノ線
で外れないように固定する。次に、２１０℃で２０分間硬化処理を行い、第１自己融着性
絶縁電線及び第２自己融着性絶縁電線の熱融着層を融着して自己融着性絶縁電線同士を固
着したものを試料とする。そして、６本の第２自己融着性絶縁電線から突出した２本の第
１自己融着性絶縁電線の両端部を汎用の引張試験機を用いて引張り、上記試料の中央部の
第１自己融着性絶縁電線の熱融着層とこれらを取り囲む第２自己融着性絶縁電線の熱融着
層とが破断して中央部の２本の第１自己融着性絶縁電線の同士が外れた時の引張りせん断
力を測定し、これを自己融着性絶縁電線間の固着力の指標とした。
【００９４】
（熱融着前の自己融着性絶縁電線の可とう性）
　線径１ｍｍの自己融着性絶縁電線を３倍径の３ｍｍの鉄心の周り３０回巻き付け、皮膜
割れ（熱融着層に顕在する割れ）の発生の有無を目視により確認し、皮膜割れが発見され
なかったものを「Ａ」、皮膜割れが発見されたものを「Ｂ」とした。
【００９５】
　上記評価結果を表１に示す。なお、Ｎｏ．１３の貯蔵弾性率における「＜１．０　測定
不可」は、貯蔵弾性率が１．０ＭＰａ未満のため、測定できなかったことを示す。
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【００９６】
【表１】

【００９７】
　表１に示すように、硬化処理後の２００℃における弾性率が、１ＭＰａ以上２００ＭＰ
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であると共に熱融着後における２００℃での固着力において良好な結果が得られた。つま
り、上記弾性率が１ＭＰａ以上２００ＭＰａ以下である自己融着性樹脂絶縁電線Ｎｏ．１
～Ｎｏ．１２においては、熱融着前においではビスフェノールＡ型エポキシに由来する構
造とビスフェノールＳ型フェノキシに由来する構造とを有する主成分のフェノキシ樹脂の
特性に基づく可とう性が損なわれず、熱融着後においては２００℃での固着力に優れるこ
とがわかる。
【００９８】
　また、２５℃における固着力と２００℃における固着力との差を比較すると、硬化剤と
して多官能エポキシ化合物を配合した自己融着性樹脂絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．８は、硬
化剤としてシアネート樹脂又はエステルイミド樹脂を配合した自己融着性樹脂絶縁電線Ｎ
ｏ．９～Ｎｏ．１１よりも２００℃における固着力が優れていた。従って、硬化剤として
は、多官能エポキシ化合物の方が２００℃における固着力を向上させる点でシアネート樹
脂又はエステルイミド樹脂よりもより優れることがわかる。特に、硬化剤として多官能エ
ポキシ化合物を配合した自己融着性樹脂絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．８の中でも、α―クレ
ゾールノボラック型４官能エポキシをフェノキシ樹脂に対して６０質量％含有するＮｏ．
２、ジフェニルスルホン型４官能エポキシをフェノキシ樹脂に対して３０質量％含有する
Ｎｏ．４及び３官能トリアジン環含有エポキシをフェノキシ樹脂に対して３０質量％含有
するＮｏ．６においては、高い固着力が得られた。
【００９９】
　一方、自己融着性樹脂絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．１２と自己融着性樹脂絶縁電線Ｎｏ．
１３～Ｎｏ．１４とを比較すると、上記弾性率が１ＭＰａ未満の自己融着性樹脂絶縁電線
Ｎｏ．１３は、熱融着後における２００℃における固着力が１４．７Ｎと低いものであっ
た。また、上記弾性率が２２１ＭＰａの自己融着性樹脂絶縁電線Ｎｏ．１４は、２００℃
における固着力は１０７．９Ｎと高いが、熱融着前の可とう性の低下に対する抑制が不十
分であると考えられ、熱融着前の可とう性がＢであった。すなわち、本願発明の実施例で
ある自己融着性樹脂絶縁電線Ｎｏ．１～Ｎｏ．１２は、熱融着前においては可とう性を備
えつつ、熱融着後においては、高温下における固着力に優れる自己融着性絶縁電線の形成
に十分な特性を備えることが判明した。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明に係る自己融着性絶縁電線は、コイルやモーター等を形成するために好適に利用
することができる。
【符号の説明】
【０１０１】
１、１０　自己融着性絶縁電線
２　金属導体
３　絶縁層
４、１４　熱融着層
１５　マトリックス
１６　発泡剤
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